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旅館業の営業の許可・旅館業の営業の承継承認に関する審査基準   新旧対照表 
現行 改正後 

旅館業の営業の許可・旅館業の地位の承継承認（合併又は分割）・旅館業の地位の承継承

認（相続）に関する審査基準 

旅館業の営業の許可・旅館業の営業の承継承認に関する審査基準 

№ 

課等名称 

（経由機

関）Ａ 

許認可等事

項名Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条

項Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される方の

参考となる事項 

Ｇ 

１ 福祉保健

センター

生活衛生

課 

旅館業の営

業の許可 

旅館業法 第３条

第１項 

・旅館業法 

第３条第２項、第３項 

第８条 

・旅館業法施行令 

第１条 

第２条 

・旅館業法施行規則 

 第１条の２ 

第４条の３ 

第５条 

・旅館業法施行条例 

 第２条第１項 

第６条から第９条まで 

・旅館業法施行細則 

第３条 

第６条から第８条まで 

・旅館業法施行条例等の 

運用上留意すべき事項１ 

・旅館業法施行条例等の 

運用上留意すべき事項 

 ５、６、７ 

 

○申請書類 

・旅館業法施行規則 

 第１条 

・旅館業法施行条例等の 

運用上留意すべき事項 

８、９（その他保健所長が必要

と認める書類については、(3)、

(5)～(7)、(9)～(10)） 

法令 ・旅館業法 

第４条 

 

・旅館業法 

施行条例 

第４条 

 

・旅館業法 

施行細則 

第４条、 

第５条 

 

・旅館業施設の設

置等に関する事

前手続き要綱 

第２条、第３条 

 

・旅館業法施行条

例等の運用上留

意すべき事項

３、４、９（その

他保健所長が必

要と認める書

類） 

(1)、(2) 、(4) 

№ 

課等名称 

（経由機

関）Ａ 

許認可等事

項名Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条

項Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される方の

参考となる事項 

Ｇ 

１ 福祉保健

センター

生活衛生

課 

旅館業の営

業の許可 

旅館業法 第３条

第１項 

・旅館業法 

第３条第２項、第３項 

第８条 

・旅館業法施行令 

第１条 

第２条 

・旅館業法施行規則 

 第１条の２ 

第４条の３ 

第５条 

・旅館業法施行条例 

 第２条第１項 

第６条から第９条まで 

・旅館業法施行細則 

第３条 

第６条から第８条まで 

・旅館業法施行条例等の 

運用上留意すべき事項１ 

・旅館業法施行条例等の 

運用上留意すべき事項 

 ５、６、７ 

 

○申請書類 

・旅館業法施行規則 

 第１条 

・旅館業法施行条例等の 

運用上留意すべき事項 

８、９（その他保健所長が必要

と認める書類については、(3)、

(5)～(8)） 

法令 ・旅館業法 

第４条 

 

・旅館業法 

施行条例 

第４条 

 

・旅館業法 

施行細則 

第４条、 

第５条 

 

・旅館業施設の設

置等に関する事

前手続き要綱 

第２条、第３条 

 

・旅館業法施行条

例等の運用上留

意すべき事項

３、４、９（その

他保健所長が必

要と認める書

類） 

(1)、(2) 、(4) 
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（新設） 

№ 

課等名称 

（経由機

関）Ａ 

許認可等事

項名Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条

項Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される方の

参考となる事項 

Ｇ 

２ 福祉保健

センター 

生活衛生

課 

旅館業の地

位の承継承

認 

(合併又は

分割) 

旅館業法 第３条

の２第

１項 

・旅館業法 

第３条第２項（申請者に係る部

分に限る）、第３項 

第３条の２第２項 

第８条 

・旅館業法施行規則 

 第１条の２  

・旅館業法施行条例 

第２条第１項 

・旅館業法施行条例等の 

運用上留意すべき事項 １ 

 

法令  

№ 

課等名称 

（経由機

関）Ａ 

許認可等事

項名Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条

項Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される方の

参考となる事項 

Ｇ 

２ 福祉保健

センター 

生活衛生

課 

旅館業の営

業の承継承

認 

(譲渡) 

旅館業法 第３条

の２第

１項 

・旅館業法 

第３条第２項（申請者に係る部

分に限る）、第３項 

第３条の２第２項 

第８条 

・旅館業法施行規則 

 第１条の２  

・旅館業法施行条例 

第２条第１項 

・旅館業法施行条例等の 

運用上留意すべき事項 １ 

 

○申請書類 

・旅館業法施行規則 

第１条の３ 

・旅館業法施行細則 

 第８条の２ 

・旅館業法施行条例等の 

  運用上留意すべき事項 

 10、11 

法令  

№ 

課等名称 

（経由機

関）Ａ 

許認可等事

項名Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条

項Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される方の

参考となる事項 

Ｇ 

３ 福祉保健

センター 

生活衛生

課 

 

 

 

 

 

 

 

旅館業の営

業の承継承

認 

(合併又は

分割) 

旅館業法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条

の３第

１項 

・旅館業法 

第３条第２項（申請者に係る部

分に限る）、第３項 

第３条の３第２項 

第８条 

・旅館業法施行規則 

 第１条の２  

・旅館業法施行条例 

第２条第１項 

・旅館業法施行条例等の 

運用上留意すべき事項 １ 

 

法令  
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○申請書類 

・旅館業法施行規則 

第２条 

・旅館業法施行細則 

 第９条 

・旅館業法施行条例等の 

  運用上留意すべき事項 

 10、11 

№ 

課等名称 

（経由機

関）Ａ 

許認可等事

項名Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条

項Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される方の

参考となる事項 

Ｇ 

３ 福祉保健

センター 

生活衛生

課 

旅館業の地

位の承継承

認 

（相続） 

旅館業法 第３条

の３第

１項 

・旅館業法 

第３条第２項（申請者に係る部

分に限る）、第３項 

第３条の３第２項から第４項

まで 

第８条 

・旅館業法施行規則 

 第１条の２  

・旅館業法施行条例 

第２条第１項 

・旅館業法施行条例等の 

運用上留意すべき事項 １ 

 

○申請書類 

・旅館業法施行規則 

第３条 

・旅館業法施行細則 

第 10条 

・旅館業法施行条例等の 

運用上留意すべき事項 

13、14 

法令  

 

 

 

 

 

 

 

○申請書類 

・旅館業法施行規則 

第２条 

・旅館業法施行細則 

 第９条 

・旅館業法施行条例等の 

  運用上留意すべき事項 

 14、15 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

課等名称 

（経由機

関）Ａ 

許認可等事

項名Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条

項Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される方の

参考となる事項 

Ｇ 

４ 福祉保健

センター 

生活衛生

課 

旅館業の営

業の承継承

認 

（相続） 

旅館業法 第３条

の４第

１項 

・旅館業法 

第３条第２項（申請者に係る部

分に限る）、第３項 

第３条の４第２項から第４項

まで 

第８条 

・旅館業法施行規則 

 第１条の２  

・旅館業法施行条例 

第２条第１項 

・旅館業法施行条例等の 

運用上留意すべき事項 １ 

 

○申請書類 

・旅館業法施行規則 

第３条 

・旅館業法施行細則 

第 10条 

・旅館業法施行条例等の 

運用上留意すべき事項 

17、18 

法令  

 （省略） （省略） 

【審査基準】 
○旅館業法（昭和23年７月12日 法律第138号） 

【審査基準】 
○旅館業法（昭和23年７月12日 法律第138号） 

 （省略） （省略） 
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第８条 （省略） 
(1) 刑法（明治40年法律第45号）第174条、第175条又は第182条の罪 
（(2)から(4)まで省略） 

 

第８条 （省略） 
(1) 刑法（明治40年法律第45号）第174条、第175条、第182条又は第183条の罪 
（(2)から(4)まで省略） 
(5) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係

る電磁的記録の消去等に関する法律（令和５年法律第67号）第２章に規定する罪 

 （省略） （省略） 

○旅館業法施行条例等の運用上留意すべき事項 
 （１省略） 

○旅館業法施行条例等の運用上留意すべき事項 
 （１省略） 

５ 旅館業の施設の構造設備の基準（条例別表第２から別表第４まで） 
  次表の左欄に掲げる事項につき、右欄に掲げる運用とする。 

（省略） （省略） 
宿泊しようとする者の

確認を適切に行うため

の設備 
（旅館業法施行令第１

条第1項第２号、旅館

業法施行規則第４条の

３） 
（別表第３第３項第１

号） 

（(1)及び(2)省略） 
(3) (1)及び(2)にいう宿泊しようとする者の確認を適切に行

うための設備として、次の設備が設けられていること。 
ア 宿泊しようとする者の情報（顔、旅券等の身分証明

書の鮮明な画像を含む）を取得する設備 
イ アにより取得した宿泊しようとする者の情報（顔、

旅券等の身分証明書の鮮明な画像を含む）を確認する

設備 
（(4)から(6)まで省略） 

（省略） （省略） 
（６及び７省略） 

５ 旅館業の施設の構造設備の基準（条例別表第２から別表第４まで） 
 次表の左欄に掲げる事項につき、右欄に掲げる運用とする。 
（省略） （省略） 
宿泊しようとする者の

確認を適切に行うため

の設備 
（旅館業法施行令第１

条第1項第２号、旅館業

法施行規則第４条の

３） 
（別表第３第３項第１

号） 

（(1)及び(2)省略） 
(3) (1)及び(2)にいう宿泊しようとする者の確認を適切に行

うための設備として、次の設備が設けられていること。 
ア 宿泊しようとする者の情報（顔、旅券等の本人確認

書類の鮮明な画像を含む）を取得する設備 
イ アにより取得した宿泊しようとする者の情報（顔、

旅券等の本人確認書類の鮮明な画像を含む）を確認す

る設備 
（(4)から(6)まで省略） 

（省略） （省略） 
（６及び７省略） 

【申請書類】 
〇旅館業法施行規則（（昭和23年７月24日 厚生省令第28号） 

【申請書類】 
〇旅館業法施行規則（（昭和23年７月24日 厚生省令第28号） 

第１条 旅館業法（昭和23年法律第138号。以下「法」という。）第３条第１項の規定に

より許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所

在地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区

長。以下同じ。）に提出しなければならない。ただし、法第３条第１項の許可を受けて

第１条 旅館業法（昭和23年法律第138号。以下「法」という。）第３条第１項の規定に

より許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所

在地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区

長。以下同じ。）に提出しなければならない。 
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旅館業を営む者（以下「営業者」という。）が当該旅館業を譲渡したときは、当該旅館

業を譲り受けた者は、第３号から第５号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載

を省略することができる。 
（(1) から(6)まで省略）  
(7) ただし書の規定の適用を受ける場合にあつては、当該営業を譲り受けたことを証す

る旨 

 
 
 
（(1) から(6)まで省略）  
（(7)削除）  

２  前項の申請書には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添付しなければならな

い。ただし、営業者が当該旅館業を譲渡したときは、当該旅館業を譲り受けた者は、営

業施設の構造設備に変更がない場合に限り、当該図面の添付を省略することができる。 

２  前項の申請書には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添付しなければならな

い。 

○横浜市旅館業法施行細則（昭和61年６月23日 横浜市規則 第66号） 
第２条 省令第１条第１項に規定する申請書は、旅館業営業許可申請書（第１号様式）と

する。 
２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第４号から

第11号までに掲げる書類（第８号に掲げる書類については、構造設備に係るものに限

る。）については、旅館業を営む者から当該旅館業を譲り受ける場合であって旅館業の

施設の構造設備に変更がないときは、その添付を省略することができる。 
（(1)から(12)まで省略） 

○横浜市旅館業法施行細則（昭和61年６月23日 横浜市規則 第66号） 
第２条 省令第１条第１項に規定する申請書は、旅館業営業許可申請書（第１号様式）と

する。 
２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 
 
 
（(1)から(12)まで省略） 

○旅館業法施行条例等の運用上留意すべき事項 
（８省略） 

○旅館業法施行条例等の運用上留意すべき事項 
（８省略） 

９ 旅館業営業許可申請書の添付書類（細則第２条第２項） 
 (1) 旅館業法施行規則（以下「省令」という。）第１条第２項ただし書、細則第２条た

だし書について（細則第２条第２項第４号から第12号まで） 
細則第２条第２項第４号から第11号までに掲げる書類（第８号に掲げる書類について

は構造設備に係るものに限る。）及びその他保健所長が認める書類（12号）のうち(5)
から(7)までの構造設備に係る書類については、旅館業を営む者から当該営業を譲り受

ける場合であって旅館業を営む者が申請（届出）した内容から細則第11条第１項に規定

する事項のうち構造設備に変更がないときは、その添付を省略することができる。 
ただし、旅館業を営む者が申請（届出）した際と現行の構造設備基準が変わっており

９ 旅館業営業許可申請書の添付書類（細則第２条第２項） 
 （(1)削除） 
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審査できない場合その他の構造設備に変更がないことが確認できないときは、書類の添

付を省略することはできない。 
 (2) （省略） 

 
 
（番号削除） （省略） 

（省略） （省略） 
その他保

健所長が

必要と認

める書類 
（第12
号） 

次に掲げるものとする｡ 
なお、次に掲げる(5)から(7)までの構造設備に係る書類について

は、旅館業を営む者から当該営業を譲り受ける場合であって旅館業を

営む者が申請（届出）した内容から細則第11条第１項に規定する事

項のうち構造設備に変更がないときは、その添付を省略することがで

きる。 
ただし、旅館業を営む者が申請（届出）した際と現行の構造設備基

準が変わっており審査できない場合その他の構造設備に変更がないこ

とが確認できないときは、書類の添付を省略することはできない。 
(3) 給水設備関係等の書類 
ア 水道水以外を飲料水として供給する場合は、次の書類。 

(ｱ) 専用水道に該当する場合は、横浜市専用水道及び簡易専用水

道に関する事務取扱要綱第３条第１項第１号に規定する専用水

道布設工事適合確認通知書の写し。ただし、譲渡等に係る営業

許可申請（以下「譲渡等」という。）で水道法附則（平成13年
法律第100号）第２条第４項に規定する施設であり、かつ、給

水設備の変更がないものについては、この限りでない。 
(ｲ) 簡易給水水道に該当する場合は、横浜市簡易給水水道及び小

規模受水槽水道に関する事務取扱要綱第３条第１項第１号に規

定する簡易給水水道布設工事適合確認通知書の写し。ただし、

譲渡等で横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安

全で衛生的な飲料水の確保に関する条例附則（平成３年12月条

例第56号）第２項に規定する施設であり、かつ、給水設備の変

更がないものについては、この限りでない。 

（省略） （省略） 
その他保

健所長が

必要と認

める書類 
（第12
号） 

次に掲げるものとする｡ 
（削除） 

 
 
 
 
 
 
 

(3) 給水設備関係等の書類 
ア 水道水以外を飲料水として供給する場合は、次の書類。 

(ｱ) 専用水道に該当する場合は、横浜市専用水道及び簡易専用水

道に関する事務取扱要綱第３条第１項第１号に規定する専用水

道布設工事適合確認通知書の写し。ただし、既存施設を利用す

る営業許可申請で水道法附則（平成13年法律第100号）第２条

第４項に規定する施設であり、かつ、給水設備の変更がないも

のについては、この限りでない。 
(ｲ) 簡易給水水道に該当する場合は、横浜市簡易給水水道及び小

規模受水槽水道に関する事務取扱要綱第３条第１項第１号に規

定する簡易給水水道布設工事適合確認通知書の写し。ただし、

既存施設を利用する営業許可申請で横浜市簡易給水水道及び小

規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する

条例附則（平成３年12月条例第56号）第２項に規定する施設で

あり、かつ、給水設備の変更がないものについては、この限り



7/17 

イ  入浴設備にあって、水道水若しくは専用水道、同条第７項に規

定する簡易専用水道、簡易給水水道又は横浜市簡易給水水道及び

小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する

条例第２条第６号に規定する小規模受水槽水道以外の水を原水、

原湯、上がり用水及び上がり用湯として使用する場合は、細則第

５条第１項に定める項目に関する水質検査成績書の写し（原本確

認） 
（ (5)から(8)省略） 

(9) 細則第２条第２項ただし書の譲渡を行った場合は、次の内容が記

載された、譲渡されることを証する書類 
 ア 旅館業の営業を譲渡する者の氏名（法人の場合は名称及び代表

者の氏名） 
 イ 旅館業の営業を譲り受ける者の氏名（法人の場合は名称及び代

表者の氏名） 
 ウ 旅館業の営業を譲り受ける予定の日 
 エ 譲り受ける旅館業の施設所在地 
 オ 譲り受ける旅館業の施設名称 
(10) 細則第２条第２項第４号から第11号までに掲げる書類（第８号

に掲げる書類については、構造設備に係るものに限る。）のうち細

則第２条第２項ただし書規定の適用を受け、当表の第12号(5)から

(7)までに掲げる書類については、省令第１条第２項ただし書の適

用を受け申請するときで、変更がない書類の添付を省略する場合

は、以下の内容が記載された書類 
 ア 細則第２条第２項第４号から第11号までに掲げる書類及び第1

2号に掲げる書類のうち、添付を省略する書類の名称 
イ 添付を省略する書類について、細則第11条第１項に規定する

事項の変更がない旨 
ウ 添付を省略した書類について、変更があったことが明らかにな

ったときは、添付を省略した書類を提出する旨 
 

でない。 
イ  入浴設備にあって、水道水若しくは専用水道、同条第７項に規

定する簡易専用水道、簡易給水水道又は横浜市簡易給水水道及び

小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する

条例第２条第６号に規定する小規模受水槽水道以外の水を原水、

原湯、上がり用水及び上がり用湯として使用する場合は、細則第

５条第１項に定める項目に関する水質検査成績書の写し 
（ (5)から(8)省略） 
（(9)及び(10)削除） 
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（省略） （省略） 

【申請される方の参考となる事項】 
（省略） 

○旅館業法施行条例等の運用上留意すべき事項 
 ３ 衛生措置等の基準（条例別表第１)  

次表の左欄に掲げる事項につき、右欄に掲げる運用とする。 
宿泊しようとする者

との面接 
（別表第１第１項） 

鍵の授受、宿泊者名簿の記載、又は料金の受渡し等を行い、法

第５条の宿泊拒否事由にあたらないかを宿泊前に直接対面し、

確認すること。 
玄関帳場を設けない

施設において宿泊し

ようとする者の確認

を適切に行うことが

できる場合 
（別表第１第１項） 

宿泊者名簿の正確な記載を行うとともに、宿泊しようとする

者の顔、旅券等の身分証明書を宿泊前に確認し、法第５条の宿

泊拒否事由にあたらないことについても確認すること。 
宿泊しようとする者の確認を適切に行ったうえで、客室の鍵

の受渡しを行うこと。 
また、当該施設の入口に設置したビデオカメラ等により、宿泊

者以外の者の出入りの確認を同時に行うこと。 
保管設備 
（別表第１第６項） 

（省略） 

 

【申請される方の参考となる事項】 
（省略） 

○旅館業法施行条例等の運用上留意すべき事項 
 ３ 衛生措置等の基準（条例別表第１)  

次表の左欄に掲げる事項につき、右欄に掲げる運用とする。 
宿泊しようとする者

との面接 
（別表第１第１項） 

鍵の授受、宿泊者名簿の記載、又は料金の受渡し等を行い、法

第５条第１項の宿泊拒否事由にあたらないかを宿泊前に直接対

面し、確認すること。 
玄関帳場を設けない

施設において宿泊し

ようとする者の確認

を適切に行うことが

できる場合 
（別表第１第１項） 

宿泊者名簿の正確な記載を行うとともに、宿泊しようとする

者の顔、旅券等の本人確認書類を宿泊前に確認し、法第５条第

１項の宿泊拒否事由にあたらないことについても確認するこ

と。 
宿泊しようとする者の確認を適切に行ったうえで、客室の鍵

の受渡しを行うこと。 
また、当該施設の入口に設置したビデオカメラ等により、宿泊

者以外の者の出入りの確認を同時に行うこと。 
保管設備 
（別表第１第６項） 

（省略） 

 

（４省略） （４省略） 

９ 旅館業営業許可申請書の添付書類（細則第２条第２項） 
その他保健所

長が必要と認

める書類 
（第12号） 

次に掲げるものとする｡ 
(1) 建築確認済証及び検査済証の写し（原本確認）。 

ただし、建築確認済証及び検査済証の写しが添付できない場合

は、当該施設が建築基準法上、適法であることを証明する書類又は

建築確認済証及び建築検査済証の写しが添付できない理由書等を作

成し添付すること。 
(2) 「旅館業、興行場営業及び公衆浴場業に対する防火安全対策の強化

９ 旅館業営業許可申請書の添付書類（細則第２条第２項） 
その他保健所

長が必要と認

める書類 
（第12号） 

次に掲げるものとする｡ 
(1) 建築確認済証及び検査済証の写し 

ただし、建築確認済証及び検査済証の写しが添付できない場合

は、当該施設が建築基準法上、適法であることを証明する書類又は

建築確認済証及び建築検査済証の写しが添付できない理由書等を作

成し添付すること。 
(2) 「旅館業、興行場営業及び公衆浴場業に対する防火安全対策の強化
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の改正について」（平成16年３月30日衛生活第489号）に基づき、

消防法令適合通知書交付申請の対象となる営業許可申請にあって

は、消防法令適合通知書の写し（原本確認） 
（(4) 省略） 

 

の改正について」（平成16年３月30日衛生活第489号）に基づき、

消防法令適合通知書交付申請の対象となる営業許可申請にあって

は、消防法令適合通知書の写し 
（(4) 省略） 

 

  

（新設） ２ 旅館業の営業の承継承認（譲渡） 

 【根拠法令】 
○旅館業法（昭和23年７月12日 法律第138号） 
第３条の２ 前条第１項の許可を受けて旅館業を営む者（以下「営業者」という。）が当

該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都

道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継する。 

 【審査基準】 
○旅館業法（昭和23年７月12日 法律第138号） 
第３条  
２ 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構

造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上

不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の

許可を与えないことができる。 
(1) 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定め

るもの 
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して

罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日

から起算して３年を経過していない者 
(4) 第８条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して３年を経過してい

ない者 
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第

６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して５年
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を経過しない者（第８号において「暴力団員等」という。） 
(6) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代

理人が法人である場合においては、その役員を含む。）が前各号のいずれかに該当する

もの 
(7) 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第１号から第５号までのいずれかに該

当する者があるもの 
(8) 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

３  第１項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地（これらの用に

供するものと決定した土地を含む。以下同じ。）の周囲おおむね100メートルの区域内に

ある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそ

れがあると認めるときも、前項と同様とする。 
(1) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（大学を除くものとし、

次項に おいて「第１条学校」という。）及び就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第７項に規定する幼

保連携型認定こども園（以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。） 
(2) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に規定する児童福祉施設（幼保連

携型認定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。） 
(3) 社会教育法（昭和24年法律第207号）第２条に規定する社会教育に関する施設その他

の施設で、前２号に掲げる施設に類するものとして都道府県（保健所を設置する市又は

特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。）の条例で定めるもの 

 第３条の２ 
２ 前条第二項（申請者に係る部分に限る。）及び第三項から第六項までの規定は、前項

の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは、

「譲受人」と読み替えるものとする。 

 第８条 都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若し

くはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第３条第２項各号（第４号を除く。）

に該当するに至つたときは、同条第１項の許可を取り消し、又は１年以内の期間を定め

て旅館業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。営業者（営業者が法人であ
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る場合におけるその代表者を含む。）又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該

旅館業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。 
(1) 刑法（明治40年法律第45号）第174条、第175条、第182条又は第183条の罪 
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に規定

する罪（同法第２条第４項の接待飲食等営業及び同条第11項の特定遊興飲食店営業に

関するものに限る。） 
(3) 売春防止法（昭和31年法律第118号）第２章に規定する罪 
(4) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

（平成11年法律第52号）第２章に規定する。 
(5) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係

る電磁的記録の消去等に関する法律（令和５年法律第67号）第２章に規定する罪 

 〇旅館業法施行規則（昭和23年７月24日 厚生省令第28号） 
第１条の２ 法第３条第２項第１号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によ

り、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが

できない者とする。 
○横浜市旅館業法施行条例（平成15年２月25日 条例第２号） 
第２条 法第３条第３項第３号に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。 
(1) 図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定する図書館 
(2) 博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項に規定する博物館及び同法第31条第

１項に規定する博物館に相当する施設 
(3) 社会教育法（昭和24年法律第207号）に規定する公民館 
(4) 少年院法（昭和26年法律第58号）第３条に規定する少年院 
(5) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第124条に規定する専修学校及び同法第134条第

１項に規定する各種学校 
(6) 都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条第１項に規定する都市公園 
(7) 国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、

スポーツ施設その他の施設で、市長が指定したもの 
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○旅館業法施行条例等の運用上留意すべき事項 
１ 社会教育施設等（条例第２条第１項第７号） 
(1) 青少年の健全な育成を図るための施設 
青少年の自主活動を主とする集団生活と余暇の善用を図ること、児童に健全な遊びを

与え、その健康を増進し情操を豊かにすること等を目的とした施設であり、青少年総合

センター、青年の家、少年自然の家、ユースホステル、その他これらに類似した施設で

主として児童の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設をいう。 
(2) スポーツ施設 
体育館、水泳プール、運動場（陸上競技場、野球場、球技場、運動広場）、野外活動

施設（キャンプ場、スケート場等）、テニスコート、柔剣道場、その他の社会教育法第

２条の規定を達するための施設で、主として児童の利用に供される施設又は多数の児童

の利用に供される施設をいう。 
(3) その他の施設 
児童福祉法第40条の規定に基づく児童館以外の児童館、及び児童福祉法第40条の規定

に基づく児童遊園以外のもので、市町村が条例、規則又は要綱で設置したもので、か

つ、管理を実施している児童遊園をいう。 

 【申請書類】 
○旅館業法施行規則（昭和23年７月24日 厚生省令第28号） 
  第１条の３ 法第３条の２第１項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる

事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなけ

ればならない。 
(1) 譲受人の住所、氏名及び生年月日（法人にあっては、その名称、事務所所在地及び

代表者の氏名） 
(2) 譲渡人の住所及び氏名（法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏

名） 
(3) 譲渡の予定年月日 
(4) 営業施設の名称及び所在地 
(5) 法第３条第２項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容 
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２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
(1) 旅館業の譲渡を証する書類 
(2) 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し 

 ○横浜市旅館業法施行細則（昭和61年６月23日 横浜市規則第66号） 
第８条の２ 省令第１条の３第１項に規定する申請書は、旅館業営業譲渡承継承認申請書

（第３号様式）とする。 
２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 旅館業の譲渡を証する書類 
(2) 譲受人が法人の場合は、譲受人の定款又はこれに準ずる書類の写し 
(3) その他保健所長が必要と認める書類 

○旅館業法施行条例等の運用上留意すべき事項 
10  旅館業の営業の譲渡承継承認申請書記載事項（細則第８条の２第１項） 

次表の左欄に掲げる事項につき、右欄に掲げる運用とする。 

承認申請の時期 事業譲渡を行う前 
※譲渡の効力が承認より前に発生する場合、承認制度は適用

されず、新規の許可を要することとなる。 
申請者 譲渡する予定の者と譲り受ける予定の者の連名の申請書を提

出すること。 
譲渡予定年月日 「譲渡予定年月日」は、「旅館業の譲渡を証する書類」で確

認する。 
 

 11  旅館業の営業の譲渡承継承認申請書の添付書類（細則第８条の２第２項） 

次表の左欄に掲げる事項につき、右欄に掲げる運用とする。 

なお、次表のその他保健所長が認める書類は、法第３条の２第２項の規定のうち法第

３条第４項を準用する場合に添付することとする。 

旅館業の譲渡

を証する書類 
譲渡が完了したことを証する書類ではなく、今後譲渡する旨を証す

る書類（基本的には、譲渡契約書、両名による覚書等の写し等）であ

ること。 
当該書類においては、当事者による譲渡の意思、譲渡の事実及び譲
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渡の効力発生日が最低限確認できるものである必要がある。 
個人事業主が法人に成り代わる（法人成り）場合は、当該個人事業

主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等。 
譲受人の定款

又はこれに準

ずる書類の写

し 

事業譲渡に伴い定款等の変更がある場合には、その一部変更等の手

続を経た正式のものでなければならないこと。このため、譲渡につい

て認可が必要な場合にあってはその認可後のものでなければならない

こと。 
また、「これに準ずる書類」とは、法人の類型別の基本的約款とす

る。 
その他保健所

長が必要と認

める書類 

(1) 旅館業の施設の敷地の境界線から200メートル以内の見取図 
・細則第２条第２項２号の書類と同じ。 

(2) 旅館業施設の４面の立面図（建物の色相、彩度及び明度をマンセ

ル表色系で表示したもの）又は施設の外観が鮮明に分かる当該施設

の現況の写真 
・「施設の４面の立面図」は、細則第２条第２項第６号の書類と同

じ。 
(3) 屋外広告物の形状、規模、色調（色相、彩度及び明度をマンセル

表色系で表示したもの）、表示方法及び設置場所を明らかにした図

面又は屋外広告物が鮮明に分かる当該屋外広告物の現況の写真 
・「屋外広告物の形状、規模、色調（色相、彩度及び明度をマンセ

ル表色系で表示したもの）、表示方法及び設置場所を明らかにし

た図面」は細則第２条第２項第10号の書類と同じ。 
 

２ 旅館業の地位の承継承認（合併又は分割） ３ 旅館業の営業の承継承認（合併又は分割） 

【根拠法令】 
○旅館業法（昭和23年７月12日 法律第138号） 
第３条の２ 前条第１項の許可を受けて旅館業を営む者（以下「営業者」という。）たる

法人の合併の場合（営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存

続する場合を除く。）又は分割の場合（当該旅館業を承継させる場合に限る。）におい

【根拠法令】 
○旅館業法（昭和23年７月12日 法律第138号） 
第３条の３ 営業者たる法人の合併の場合（営業者たる法人と営業者でない法人が合併し

て営業者たる法人が存続する場合を除く。）又は分割の場合（当該旅館業を承継させる

場合に限る。）において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたとき
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て当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人

若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業を承継した法人は、営業

者の地位を承継する。 

は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業

を承継した法人は、営業者の地位を承継する。 

【審査基準】 【審査基準】 

○旅館業法（昭和23年７月12日 法律第138号） 
（第３条省略） 

○旅館業法（昭和23年７月12日 法律第138号） 
（第３条省略） 

第３条の２ 
２ 前条第２項（申請者に係る部分に限る。）及び第３項から第６項までの規定は、前項

の承認について準用する。この場合において、同条第２項中「申請者」とあるのは、

「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該旅館業を

承継する法人」と読み替えるものとする。 

第３条の３ 
２ 第３条第２項（申請者に係る部分に限る。）及び第３項から第６項までの規定は、

前項の承認について準用する。この場合において、同条第２項中「申請者」とあるの

は、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該旅

館業を承継する法人」と読み替えるものとする。 

第８条 （省略） 
(1) 刑法（明治40年法律第45号）第174条、第175条又は第182条の罪 
（(2)から(4)まで省略） 

  

第８条 （省略） 
(1) 刑法（明治40年法律第45号）第174条、第175条、第182条又は第183条の罪 
（(2)から(4)まで省略） 
(5) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係

る電磁的記録の消去等に関する法律（令和５年法律第67号）第２章に規定する罪 

（省略） （省略） 

【申請書類】 【申請書類】 

○旅館業法施行規則（昭和23年７月24日 厚生省令第28号） 
第２条 法第３条の２第１項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を

記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら

ない。 
 （(1)から(4)まで及び２省略） 

○旅館業法施行規則（昭和23年７月24日 厚生省令第28号） 
第２条 法第３条の３第１項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を

記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら

ない。 
 （(1)から(4)まで及び２省略） 

○横浜市旅館業法施行細則（昭和61年６月23日 横浜市規則第66号） 
第９条 省令第２条第１項に規定する申請書は、旅館業営業合併・分割承継承認申請書

（第４号様式）とする。 
 （２省略） 

○横浜市旅館業法施行細則（昭和61年６月23日 横浜市規則第66号） 
第９条 省令第２条第１項に規定する申請書は、旅館業営業合併・分割承継承認申請書

（第４号様式）とする。 
 （２省略） 
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○横浜市旅館業法施行条例等の運用上留意すべき事項 
10 旅館業の営業の合併・分割承継承認申請書記載事項（細則第９条第１項） 

○横浜市旅館業法施行条例等の運用上留意すべき事項 
14 旅館業の営業の合併・分割承継承認申請書記載事項（細則第９条第１項） 

（省略） （省略） 

11 旅館業の営業の合併・分割承継承認申請書の添付書類（細則第９条第２項） 
その他保健所長が必要と認める書類（第２号）については、(1)から(4)までのとおりと

する。 
なお、その他保健所長が必要と認める書類のうち(2)から(4)までの書類は、法第３条の

２第２項の規定のうち法第３条第４項を準用する場合に添付することとする。 
（(1)から(4)まで省略） 

15 旅館業の営業の合併・分割承継承認申請書の添付書類（細則第９条第２項） 
その他保健所長が必要と認める書類（第２号）については、(1)から(4)までのとおりと

する。 
なお、その他保健所長が必要と認める書類のうち(2)から(4)までの書類は、法第３条の

３第２項の規定のうち法第３条第４項を準用する場合に添付することとする。 
（(1)から(4)まで省略） 

３ 旅館業の地位の承継承認（相続） ４ 旅館業の営業の承継承認（相続） 

【根拠法令】 
○旅館業法（昭和23年７月12日 法律第138号） 
第３条の３ 営業者が死亡した場合において、相続人（相続人が２人以上ある場合におい

て、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。

以下同じ。）が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続

人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければ

ならない。 

【根拠法令】 
○旅館業法（昭和23年７月12日 法律第138号） 
第３条の４ 営業者が死亡した場合において、相続人（相続人が２人以上ある場合におい

て、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。

以下同じ。）が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続

人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければ

ならない。 

【審査基準】 
○旅館業法（昭和23年７月12日 法律第138号） 

【審査基準】 
○旅館業法（昭和23年７月12日 法律第138号） 

（第３条省略） 
第３条の３ （省略） 
第８条 （省略） 

(1) 刑法（明治40年法律第45号）第174条、第175条又は第182条の罪 
（(2)から(4)まで省略） 

（第３条省略） 
第３条の４ （省略） 
第８条 （省略） 

(1) 刑法（明治40年法律第45号）第174条、第175条、第182条又は第183条の罪 
（(2)から(4)まで省略） 
(5) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係

る電磁的記録の消去等に関する法律（令和５年法律第67号）第２章に規定する罪 

（省略） （省略） 

【申請書類】 【申請書類】 
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○旅館業法施行規則（昭和23年７月24日 厚生省令 第28号） 
第３条 法第３条の３第１項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を

記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら

ない。 
 （(1)から(5)まで及び２省略） 

○旅館業法施行規則（昭和23年７月24日 厚生省令 第28号） 
第３条 法第３条の４第１項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を

記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら

ない。 
 （(1)から(5)まで及び２省略） 

（省略） （省略） 

○旅館業法施行条例等の運用上留意すべき事項 
13 旅館業の営業の相続承継承認申請書記載事項（細則第10条第１項） 

○旅館業法施行条例等の運用上留意すべき事項 
17 旅館業の営業の相続承継承認申請書記載事項（細則第10条第１項） 

（省略） （省略） 

14 旅館業の営業の相続承継承認申請書の添付書類（細則第10条第２項） 
次表の左欄に掲げる事項につき、右欄に掲げる運用とする。 
なお、次表のその他保健所長が必要と認める書類のうち(4)～(6)の書類は、法第３条の

３第３項の規定のうち、法第３条第４項を準用する場合に添付することとする。 

18 旅館業の営業の相続承継承認申請書の添付書類（細則第10条第２項） 
次表の左欄に掲げる事項につき、右欄に掲げる運用とする。 
なお、次表のその他保健所長が必要と認める書類のうち(4)～(6)の書類は、法第３条の

４第３項の規定のうち、法第３条第４項を準用する場合に添付することとする。 

   （以下省略）    （以下省略） 
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興行場の営業許可に関する審査基準 新旧対照表 

現行 改正後 

№ 

課等名称 

（経由機関） 

Ａ 

許認可等事項

名 

Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条項 

Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される

方の参考と

なる事項 

Ｇ 

 １ 

 

福祉保健セン

ター生活衛生

課 

 

興行場の営業

の許可 

 

興行場法 第２条第

１項 

・興行場法 

第２条第２項 

・興行場法施行条 

 例 

 第２条 

第３条 

第４条第１項第

３号 

第５条 

第６条 

 

・興行場法施行細

則 

第６条から第９

条まで 

 

・興行場法施行条

例等の運用につい

て 

運用上留意すべ

き事項 

１、２、４ 

 

○申請書類 

・興行場法施行細

則 

第２条 

 

･興行場法施行条例

等の運用について 

運用上留意すべき

事項 

法令 ・興行場法第

３条 

 

・興行場法施

行条例第４

条（第１項第

３号を除く） 

 

･興行場法施

行条例等の

運用につい

て 

運 用 上 留

意 

すべき事項 

 ３、５ (2)

イ（第７号

(1)、(2)） 

№ 

課等名称 

（経由機関） 

Ａ 

許認可等事項

名 

Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条項 

Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される

方の参考と

なる事項 

Ｇ 

 １ 

 

福祉保健セン

ター生活衛生

課 

 

興行場の営業

の許可 

 

興行場法 第２条第

１項 

・興行場法 

第２条第２項 

・興行場法施行条 

 例 

 第２条 

第３条 

第４条第１項第

３号 

第５条 

第６条 

 

・興行場法施行細

則 

第６条から第９

条まで 

 

・興行場法施行条

例等の運用につい

て 

運用上留意すべ

き事項 

１、２、４ 

 

○申請書類 

・興行場法施行細

則 

第２条 

 

･興行場法施行条例

等の運用について 

運用上留意すべき

事項 

法令 ・興行場法第

３条 

 

・興行場法施

行条例第４

条（第１項第

３号を除く） 

 

･興行場法施

行条例等の

運用につい

て 

運用上留意 

すべき事項 

３ 、 ５ (2) 

(その他保健

所長が必要

と認める書

類について

は、(1)、(2)） 
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５(1)、(2)ア、イ(第

７号(1)、(2)を除

く) 

  

５(1)、(2)(その他

保健所長が必要と

認める書類につい

ては、(3)のみ） 

【申請書類】 

○興行場法施行細則（昭和 59年 9月 29日横浜市規則第 92号） 

 （興行場の営業の許可） 

第２条 法第２条第１項の規定により興行場の営業の許可を受けようとする

者は、興行場営業許可申請書（第１号様式）を保健所長に提出しなければな

らない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、

第３号、第４号及び第６号に掲げる書類については、興行場の営業を営む者

から当該営業を譲り受ける場合であって興行場の構造設備に変更がないと

きは、その添付を省略することができる。 

（(1)から(7)まで省略） 

【申請書類】 

○興行場法施行細則（昭和 59年 9月 29日横浜市規則第 92号） 

 （興行場の営業の許可） 

第２条 法第２条第１項の規定により興行場の営業の許可を受けようとする

者は、興行場営業許可申請書（第１号様式）を保健所長に提出しなければな

らない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 

 

 

（(1)から(7)まで省略） 

○興行場法施行条例等の運用について 

 運用上留意すべき事項 

５ 興行場法施行細則の運用について 

(1) 興行場の営業の許可（細則第２条） 

（省略） 

  (2) 興行場営業許可申請書の添付書類（細則第２条第２項） 

ア 細則第２条第２項第３号、第４号及び第６号に掲げる書類について

は、興行場の営業を営む者から当該営業を譲り受ける場合であって興行

場の営業を営む者が申請（届出）した内容から細則第３条第１項に規定

する事項のうち構造設備に変更がないときは、その添付を省略すること

ができる。ただし、興行場の営業を営む者が申請（届出）した際と現行

の構造設備基準が変わっていて審査できない場合その他の構造設備に

変更がないことが確認できないときは、書類の添付を省略することはで

きない。 

○興行場法施行条例等の運用について 

 運用上留意すべき事項 

５ 興行場法施行細則の運用について 

(1) 興行場の営業の許可（細則第２条） 

（省略） 

  (2) 興行場営業許可申請書の添付書類（細則第２条第２項） 

（ア 削除） 

 

 

 

 

 

 

 



 3 / 4 
 

イ 添付書類は、申請書に添付するほか、第２条第２項第２号から第６号

までに掲げる書類は、台帳用にも１部提出する。 

（第２号から第６

号まで省略） 

（省略） 

その他保健所長が

必要と認める書類

（第７号） 

(3) 仮設興行場の営業許可申請においては、建築

基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 85 条第６

項若しくは第７項又は第 87条の３第６項若しく

は第７項の規定による許可を受けたときは、そ

の許可期間が確認できる書類の写し（原本確

認）。 

(4) 細則第２条第２項ただし書の規定の適用を受

ける 

場合は、次の内容が記載された、譲渡されることを

証 

する書類。 

ア 興行場の営業を譲渡する者の氏名（法人の場

合は 

名称及び代表者の氏名） 

イ 興行場の営業を譲り受ける者の氏名（法人の

場合は名称及び代表者の氏名） 

ウ 興行場の営業を譲り受ける予定の日 

エ 譲り受ける興行場の施設所在地 

オ 譲り受ける興行場の施設名称 

(5) 細則第２条第２項第３号、第４号及び第６号

に掲げ 

る書類のうち、細則第２条第２項ただし書の規定

の適 

用を受け、変更がない書類の添付を省略する場合

添付書類は、申請書に添付するほか、第２条第２項第２号から第６号ま

でに掲げる書類は、台帳用にも１部提出する。 

（第２号から第６

号まで省略） 

（省略） 

その他保健所長が

必要と認める書類

（第７号） 

(3) 仮設興行場の営業許可申請においては、建築

基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 85 条第６

項若しくは第７項又は第 87条の３第６項若しく

は第７項の規定による許可を受けたときは、そ

の許可期間が確認できる書類の写し。 

 

（(4)及び(5) 削除） 
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は、 

以下の内容が記載された書類。 

ア 細則第２条第２項第３号、第４号及び第６号

に掲 

げる書類のうち、添付を省略する書類の名称 

イ 添付を省略する書類について、細則第３条第

１項に規定する事項の変更がない旨 

ウ 添付を省略した書類について、変更があった

ことが明らかになったときは、添付を省略した書

類を提出する旨 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【申請される方の参考となる事項】 

○興行場法施行条例等の運用について 

運用上留意すべき事項 

５  興行場法施行細則の運用について 

(2) 興行場営業許可申請書の添付書類（細則第２条第２項） 

  イ 

その他保健所

長が必要と認

める書類（第７

号） 

(1) 建築確認申請を伴う営業許可申請にあっては、建

築確認済証、建築検査済証の写し（原本確認）。 

(2) 「旅館業、興行場営業及び公衆浴場業に対する防火

安全対策の強化の改正について」（平成 16年３月 30

日衛生活第 489号）に基づき、消防法令適合通知書

交付申請の対象となる営業許可申請にあっては、消

防法令適合通知書の写し（原本確認）。 

  

【申請される方の参考となる事項】 

○興行場法施行条例等の運用について 

運用上留意すべき事項 

５  興行場法施行細則の運用について 

(2) 興行場営業許可申請書の添付書類（細則第２条第２項） 

  （イ 削除） 

その他保健所

長が必要と認

める書類（第７

号） 

(1) 建築確認申請を伴う営業許可申請にあっては、建

築確認済証、建築検査済証の写し。 

(2) 「旅館業、興行場営業及び公衆浴場業に対する防火

安全対策の強化の改正について」（平成 16年３月 30

日衛生活第 489号）に基づき、消防法令適合通知書

交付申請の対象となる営業許可申請にあっては、消

防法令適合通知書の写し。 
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公衆浴場の営業の許可・患者に対する入浴の許可に関する審査基準 新旧対照表 

現行 改正後 

№ 

課等名称 

（経由機関） 

Ａ 

許認可等事項

名 

Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条項 

Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される

方の参考と

なる事項 

Ｇ 

 １ 

 

区福祉保健セ

ンター生活衛

生課 

 

公衆浴場業営

業許可 

 

公衆浴場

法 

第２条第

１項 

・公衆浴場法 

第２条第２項か

ら第４項まで 

第３条 

 

・公衆浴場法施行 

 条例 

 第３条 

 第４条 

 

・公衆浴場法施行 

 条例 

 別表第１第１項 

 別表第２第１項 

別表第３第１項 

 

・公衆浴場法施行

条例等の運用に

ついて 

 ２(1)から(7)ま

で 、 (14) か ら

(19)まで、(21) 

法令 ・公衆浴場法 

施行条例 

 第２条 

別表第１

第２項 

別表第２

第２項 

別表第３

第２項 

 

・公衆浴場法

施行細則 

第 12条 

第 13条 

第 14条 

 

・公衆浴場法

施 行 条 例

等 の 運 用

について 

 ２(8)から

(13)まで、

(20) 

４ (1) ウ

(第 11 号

(1) か ら

(4)まで）、

(10)、(11) 

 

営業許可申請書類 

・公衆浴場法施行

規則 

 第１条 

 

・公衆浴場法施行 

 細則 

第２条 

 

・公衆浴場法施行

№ 

課等名称 

（経由機関） 

Ａ 

許認可等事項

名 

Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条項 

Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される

方の参考と

なる事項 

Ｇ 

 １ 

 

区福祉保健セ

ンター生活衛

生課 

 

公衆浴場業営

業許可 

 

公衆浴場

法 

第２条第

１項 

・公衆浴場法 

第２条第２項か

ら第４項まで 

第３条 

 

・公衆浴場法施行 

 条例 

 第３条 

 第４条 

 

・公衆浴場法施行 

 条例 

 別表第１第１項 

 別表第２第１項 

別表第３第１項 

 

・公衆浴場法施行

条例等の運用に

ついて 

 ２(1)から(7)ま

で 、 (14) か ら

(19)まで、(21) 

法令 ・公衆浴場法 

施行条例 

 第２条 

別表第１

第２項 

別表第２

第２項 

別表第３

第２項 

 

・公衆浴場法

施行細則 

第 12条 

第 13条 

第 14条 

 

・公衆浴場法

施 行 条 例

等 の 運 用

について 

 ２(8)から

(13)まで、

(20) 

４ (1) イ 

(第 11 号

(1) か ら

(4)まで）、

(11)、(12) 

 

営業許可申請書類 

・公衆浴場法施行

規則 

 第１条 

 

・公衆浴場法施行 

 細則 

第２条 

 

・公衆浴場法施行
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条例等の運用に

ついて 

 ４(1)（ウ 第 11

号(1)から(4)まで

を除く）、(12) 

（許可申請時期） 

２ 区福祉保健セ

ンター生活衛

生課 

患者に対する

入浴の許可 

公衆浴場

法 

第４条 ・公衆浴場法施行 

規則 

 第５条 

 

患者入浴許可申請

書類 

・公衆浴場法施行 

細則 

第 11条 

 

・公衆浴場法施行 

条例等の運用に

ついて 

４(9) 

  

条例等の運用に

ついて 

 ４(1)（イ 第 11

号(1)から(4)まで

を除く）、(13) 

（許可申請時期） 

２ 区福祉保健セ

ンター生活衛

生課 

患者に対する

入浴の許可 

公衆浴場

法 

第４条 ・公衆浴場法施行 

規則 

 第５条 

 

患者入浴許可申請

書類 

・公衆浴場法施行 

細則 

第 11条 

 

・公衆浴場法施行 

条例等の運用に

ついて 

４(10) 

１ 公衆浴場営業許可 

（省略） 

【営業許可申請書類】 

○公衆浴場法施行規則（昭和 23年７月 24日厚生省令第 27号） 

第１条 公衆浴場法（昭和 23年法律第 139 号。以下「法」という。）第２条第１

項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書

を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市又は特

別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。）に提出しなければならない。ただ

し、浴場業を営む者が当該浴場業を譲渡したときは、当該浴場業を譲り受けた

者は、第３号から第５号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略

することができる。 

（(1)から(5)まで省略） 

 (6) ただし書の規定の適用を受ける場合にあつては、当該営業を譲り受けたこ

とを証する旨 

１ 公衆浴場営業許可 

（省略） 

【営業許可申請書類】 

○公衆浴場法施行規則（昭和 23年７月 24日厚生省令第 27号） 

第１条 公衆浴場法（昭和 23年法律第 139 号。以下「法」という。）第２条第１

項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書

を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市又は特

別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。）に提出しなければならない。 

 

 

 

（(1)から(5)まで省略） 

  （(6) 削除） 
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○公衆浴場法施行細則（昭和 61年６月 23日横浜市規則第 67号） 

（公衆浴場の営業の許可） 

第２条 省令第１条に規定する申請書は、公衆浴場営業許可申請書（第１号様式）

とする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第

３号から第６号までに掲げる書類については、公衆浴場の営業を営む者から当

該営業を譲り受ける場合であって公衆浴場の構造設備に変更がないときは、そ

の添付を省略することができる。 

（(1)から(11)まで省略） 

○公衆浴場法施行細則（昭和 61年６月 23日横浜市規則第 67号） 

（公衆浴場の営業の許可） 

第２条 省令第１条に規定する申請書は、公衆浴場営業許可申請書（第１号様式）

とする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 

 

 

（(1)から(11)まで省略） 

○公衆浴場法施行条例等の運用について 

４ 細則の運用について（細則第２条） 

(1) 公衆浴場の営業の許可 

 ア 公衆浴場営業許可申請書記載事項（第１号様式） 

（表 省略） 

 イ 公衆浴場の構造設備に変更がないとき（細則第２条第２項） 

細則第２条第２項第３号から第６号までに掲げる書類については、公衆

浴場の営業を営む者から当該営業を譲り受ける場合であって公衆浴場の

営業を営む者が申請（届出）した内容から細則第７条第１項に規定する事

項のうち構造設備に変更がないときは、その添付を省略することができ

る。ただし、公衆浴場の営業を営む者が申請（届出）した際と現行の構造

設備基準が変わっていて審査できない場合その他の構造設備に変更がな

いことが確認できないときは、書類の添付を省略することはできない。 

  ウ 公衆浴場営業許可申請書の添付書類（細則第２条第２項） 

    （本文省略） 

（第２号から第 10

号まで省略） 

（省略） 

その他保健所長が

必要と認める書類

(5) 細則第２条第２項ただし書の規定の適用を受

ける場合は、次の内容が記載された、譲渡される

○公衆浴場法施行条例等の運用について 

４ 細則の運用について（細則第２条） 

(1) 公衆浴場の営業の許可 

 ア 公衆浴場営業許可申請書記載事項（第１号様式） 

（表 省略） 

 （イ 削除） 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 公衆浴場営業許可申請書の添付書類（細則第２条第２項） 

    （本文省略） 

（第２号から第 10

号省略まで） 

（省略） 

その他保健所長が

必要と認める書類

（(5)及び(6)削除） 
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（第 11 号） ことを証する書類。 

ア 公衆浴場の営業を譲渡する者の氏名（法人の場

合は名称及び代表者の氏名） 

イ 公衆浴場の営業を譲り受ける者の氏名（法人の

場合は名称及び代表者の氏名） 

ウ 公衆浴場の営業を譲り受ける予定の日 

エ 譲り受ける公衆浴場の施設所在地 

オ 譲り受ける公衆浴場の施設名称 

(6) 細則第２条第２項第３号から第６号までに掲

げる書類のうち、細則第２条第２項ただし書の

規定の適用を受け、変更がない書類の添付を省

略する場合は、以下の内容が記載された書類。 

ア 細則第２条第２項第３号から第６号までに掲

げる書類のうち、添付を省略する書類の名称 

イ 添付を省略する書類について、細則第７条第１

項に規定する事項の変更がない旨 

ウ 添付を省略した書類について、変更があったこ

とが明らかになったときは、添付を省略した書

類を提出する旨 

(7) （省略） 

  

（第 11号）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) （省略） 

  

 (12) その他 

  （表 省略） 

 (13) その他 

  （表 省略） 

【申請される方の参考となる事項】 

（省略） 

○公衆浴場法施行条例等の運用について 

（省略） 

４ 細則の運用について 

【申請される方の参考となる事項】 

（省略） 

○公衆浴場法施行条例等の運用について 

（省略） 

４ 細則の運用について 
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(1) 公衆浴場の営業の許可（細則第２条） 

 ウ（省略） 

その他保健所長が必要

と認める書類（第 11 号） 

次に掲げるものとする 

(1) 建築確認申請を伴う営業許可申請にあっては、

建築確認済証、建築検査済証の写し（原本確認）。 

(2) 「旅館業、興行場営業及び公衆浴場業に対する

防火安全対策の強化の改正について」（平成 16 年

３月 30日衛生活第 489号）に基づき、消防法令適

合通知書交付申請の対象となる営業許可申請にあ

っては、消防法令適合通知書の写し（原本確認）。 

（(3)及び(4)省略） 

 

 (10) 浴槽水等の水質基準（細則第 12条第１項及び第２項） 

（省略） 

(1) 公衆浴場の営業の許可（細則第２条） 

 ウ（省略） 

その他保健所長が必要

と認める書類（第 11号） 

次に掲げるものとする 

(1) 建築確認申請を伴う営業許可申請にあっては、

建築確認済証、建築検査済証の写し。 

(2) 「旅館業、興行場営業及び公衆浴場業に対する

防火安全対策の強化の改正について」（平成 16 年

３月 30日衛生活第 489号）に基づき、消防法令適

合通知書交付申請の対象となる営業許可申請にあ

っては、消防法令適合通知書の写し。 

（(3)及び(4)省略） 

 

 (11) 浴槽水等の水質基準（細則第 12条第１項及び第２項） 

（省略） 

(11) 浴槽水の消毒の基準（細則第 13条） 

（省略） 

(12) 浴槽水の消毒の基準（細則第 13条） 

（省略） 

２ 患者に対する入浴許可 

（省略） 

【患者入浴許可申請書類】 

（省略） 

○公衆浴場法施行条例等の運用について 

４ 細則の運用について 

  (9) 患者を入浴させるための営業の許可（細則第 11条、第 14号様式） 

（表 省略） 

 

２ 患者に対する入浴許可 

（省略） 

【患者入浴許可申請書類】 

（省略） 

○公衆浴場法施行条例等の運用について 

４ 細則の運用について 

 (10) 患者を入浴させるための営業の許可（細則第 11条、第 14号様式） 

（表 省略） 
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理容所の開設・出張業務の承認に関する審査基準 新旧対照表 

現行 改正後 

№ 

課等名称 

（経由機関） 

Ａ 

許認可等事項

名 

Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条項 

Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される

方の参考と

なる事項 

Ｇ 

 １ 

 

福祉保健セン

ター生活衛生

課 

 

理容所の適合

確認 

理容師法 

 

第 11 条の

２ 

・理容師法 

第６条 

第 11条の４ 

第 12条 

 

・理容師法施行規

則 

第 26条 

第 27条 

 

・理容師法施行条

例 

第３条第１号

から第４号ま

で、第６号から

第７号まで、第

９号から第 11

号まで、第 13

号 

 

・理容師法施行細

則 

第６条の３ 

 

・理容師法施行条

例及び 

美容師法施行条

例等の運用につ

いて 

１(2)ア、イ、エ

からケまで、サ 

法令 

 

・理容師法 

第９条 

 

・理容師法

施行規則 

第 25条 

 

・理容師法

施行条例 

第２条 

第３条第

５号、第

８号、第

12 号、第

14号 

 

・理容師法

施行条例

及び美容

師法施行

条例等の

運用につ

いて 

１ (1)、

１ (2)

ウ、コ、

シ 、 ３

(1)ア、

イ、カ 

 

・「理容師法

施 行 規 則

及 び 美 容

師 法 施 行

規 則 の 一

部 を 改 正

開設届出書類 

・理容師法 

第 11条第１項 

 

№ 

課等名称 

（経由機関） 

Ａ 

許認可等事項

名 

Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条項 

Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される

方の参考と

なる事項 

Ｇ 

 １ 

 

福祉保健セン

ター生活衛生

課 

 

理容所の適合

確認 

理容師法 

 

第 11 条の

２ 

・理容師法 

第６条 

第 11条の４ 

第 12条 

 

・理容師法施行規

則 

第 26条 

第 27条 

 

・理容師法施行条

例 

第３条第１号

から第４号ま

で、第６号から

第７号まで、第

９号から第 11

号まで、第 13

号 

 

・理容師法施行細

則 

第６条の３ 

 

・理容師法施行条

例及び 

美容師法施行条

例等の運用につ

いて 

１(2)ア、イ、エ

からケまで、サ 

法令 

 

・理容師法 

第９条 

 

・理容師法

施行規則 

第 25条 

 

・理容師法

施行条例 

第２条 

第３条第

５号、第

８号、第

12 号、第

14号 

 

・理容師法

施行条例

及び美容

師法施行

条例等の

運用につ

いて 

１ (1)、

１ (2)

ウ、コ、

シ 、 ３

(1)ア、

イ、カ 

 

・「理容師法

施 行 規 則

及 び 美 容

師 法 施 行

規 則 の 一

部 を 改 正

開設届出書類 

・理容師法 

第 11条第１項 
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・理容師法施行規

則 

第 19条 

 

・理容師法施行細

則 

第２条 

 

・理容師法施行細

則第１号様式（添

付書類記載部分） 

 

・理容師法施行条

例及び美容師法施

行条例等の運用に

ついて 

２(1)、(2) 

３(3) 

す る 省 令

案の概要」

に 関 す る

意 見 募 集

に 対 し て

寄 せ ら れ

た 御 意 見

等 に つ い

て 

 

２ 福祉保健セン

ター生活衛生

課 

理容師出張業

務の承認 

理容師法 理容師出

張業務の

承認 

・理容師法施行令 

第４条 

 

・理容師法施行条例 

第４条第３号 

 

・理容師法施行細則 

第７条 

 

・理容師法施行条例

及び美容師法施行

条例等の運用につ

いて 

１(3)イ 

・理容師法 

第９条 

 

・理容師法

施行規則 

第 25条 

 

・理容師法

施行条例 

第４条第

１号、第２

号 

 

・理容師法

施行条例及

び美容師法

施行条例等

の運用につ

いて 

１(3)ア、

３(2)アから

ウまで 

承認申請書類 

・理容師法施行細

則第７号様式（添

付書類記載部分） 

 

・理容師法施行規

則 

第 19条 

 

・理容師法施行細

則 

第２条 

 

・理容師法施行細

則第１号様式（添

付書類記載部分） 

 

・理容師法施行条

例及び美容師法施

行条例等の運用に

ついて 

 

３(3) 

す る 省 令

案の概要」

に 関 す る

意 見 募 集

に 対 し て

寄 せ ら れ

た 御 意 見

等 に つ い

て 

 

２ 福祉保健セン

ター生活衛生

課 

理容師出張業

務の承認 

理容師法 理容師出

張業務の

承認 

・理容師法施行令 

第４条 

 

・理容師法施行条例 

第４条第３号 

 

・理容師法施行細則 

第７条 

 

・理容師法施行条例

及び美容師法施行

条例等の運用につ

いて 

１(3)イ 

・理容師法 

第９条 

 

・理容師法

施行規則 

第 25条 

 

・理容師法

施行条例 

第４条第

１号、第２

号 

 

・理容師法

施行条例及

び美容師法

施行条例等

の運用につ

いて 

１(3)ア、

３(2)アから

ウまで 

承認申請書類 

・理容師法施行細

則第７号様式（添

付書類記載部分） 
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【開設届出書類】 

○ 理容師法施行規則（平成 10年１月 27日 厚生省令第４号） 

（開設の届出） 

第 19条 法第 11 条第１項の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項

を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市

の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。ただし、

法第 11 条第１項の届出をした理容所の開設者が当該営業を譲渡したとき

は、当該営業を譲り受けた者は、第３号から第６号まで、第８号及び第９号

に掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。 

  （(1)から(9)まで省略） 

(10)  第１項ただし書、第２項ただし書又は第３項ただし書の規定の適用を受

ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する旨 

２ 前項の届出書には、理容師につき、同項第６号に規定する疾病の有無に関す

る医師の診断書を添付しなければならない。ただし、法第 11 条第１項の届

出をした理容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受け

た者は、前項第６号に掲げる事項に変更がない場合に限り当該医師の診断書

の添付を省略することができる。 

３ 法第 11 条の４第１項に規定する理容所を開設しようとする者が第１項の届

出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該理容所の管理理容師が同条

第２項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただ

し、同条第１項に規定する理容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当

該営業を譲り受けた者は、第１項第３号に掲げる事項に変更がない場合に限

り当該書類の添付を省略することができる。 

（４ 省略） 

 

【開設届出書類】 

○ 理容師法施行規則（平成 10年１月 27日 厚生省令第４号） 

（開設の届出） 

第 19条 法第 11条第１項の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項

を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市

の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。 

 

 

 

  （(1)から(9)まで省略） 

（(10)  削除） 

 

２ 前項の届出書には、理容師につき、同項第６号に規定する疾病の有無に関す

る医師の診断書を添付しなければならない。 

 

 

 

３ 法第 11 条の４第１項に規定する理容所を開設しようとする者が第１項の届

出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該理容所の管理理容師が同条

第２項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。 

 

 

 

（４ 省略） 

 

○ 理容師法施行細則（昭和 45年 2月 26日  横浜市規則第 9号） 

（開設の届出） 

第２条 法第 11 条第１項の規定による届出は、理容所開設届出書（第１号様式）

○ 理容師法施行細則（昭和 45年 2月 26日  横浜市規則第 9号） 

（開設の届出） 

第２条 法第 11 条第１項の規定による届出は、理容所開設届出書（第１号様式）
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により保健所長に提出するものとする。 

第１号様式（添付書類記載部分） 

添付書類（※印の書類については、福祉保健センターで確認した後返却します。

なお、１の書類のうち平面図、２の書類、５の書類及び６の書類については、

理容所の開設者から当該営業を譲り受ける場合であってこれらの書類の内

容に変更がないときは、その添付を省略することができます。） 

 （１から６まで省略） 

 ７ その他保健所長が必要と認める書類 

により保健所長に提出するものとする。 

第１号様式（添付書類記載部分） 

添付書類（※印の書類については、福祉保健センターで確認した後返却しま

す。） 

 

 

 （１から６まで省略） 

 （７ 削除） 

○ 理容師法施行条例及び美容師法施行条例等の運用について 

２ 細則の運用について  

理容所・美容所の開設の届出（細則第２条）  

(1) 理容師法施行細則第１号様式枠外記載事項又は美容師法施行細則第１号

様式枠外記載事項に掲げる添付書類１のうち平面図、２の書類、５の書類及

び６の書類については、理容所又は美容所の開設者から当該営業を譲り受け

る場合であってこれらの書類の内容が理容所又は美容所の開設者が届出し

た内容から変更がないときは、その添付を省略することができる。ただし、

理容所又は美容所の開設者が届出した際と現行の構造設備基準が変わって

いて審査できない場合その他の構造設備に変更がないことが確認できない

ときは、書類の添付を省略することはできない。 

(2) 理容師法施行細則第１号様式枠外記載事項又は美容師法施行細則第１号

様式枠外記載事項に掲げる添付書類のうち、その他保健所長が必要と認める

書類とは次のとおりとする。 

ア 理容師法施行細則第１号様式枠外記載の添付書類括弧書又は美容師法

施行細則第１号様式枠外記載の添付書類括弧書の適用を受ける場合は、次

の内容が記載された、譲渡されることを証する書類。 

(ｱ) 理容業又は美容業を譲渡する者の氏名（法人の場合は名称及び代表者

の氏名） 

(ｲ) 理容業又は美容業を譲り受ける者の氏名（法人の場合は名称及び代表

○ 理容師法施行条例及び美容師法施行条例等の運用について 

（２ 削除） 
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者の氏名） 

(ｳ) 理容業又は美容業を譲り受ける予定の日 

(ｴ) 譲り受ける理容所又は美容所の施設所在地 

(ｵ) 譲り受ける理容所又は美容所の施設名称 

イ 理容師法施行細則第１号様式枠外記載事項又は美容師法施行細則第１号

様式枠外記載事項の添付書類括弧書の適用を受け、変更がない書類の添付

を省略する場合は、次の内容が記載された書類。 

(ｱ) 理容師法施行細則第１号様式枠外記載事項又は美容師法施行細則第１

号様式枠外記載事項に掲げる添付書類のうち、添付を省略する書類の名

称 

(ｲ)  添付を省略する書類について、変更がない旨 

(ｳ) 添付を省略した書類について、変更があったことが明らかになったと

きは、添付を省略した書類を提出する旨 

 

３ その他留意すべき事項 

(3) 従業員の届出について 

営業者は、理容所開設届出書、美容所開設届出書、理容所開設届出事項変

更届出書及び美容所開設届出事項変更届出書を提出する際に、従業員のこと

について届け出る内容が多い場合は、例示のような別紙に記載してよいこと

とする（別紙省略）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他留意すべき事項 

(3) 従業員の届出について 

営業者は、理容所開設届出書、美容所開設届出書、理容所開設届出事項

変更届出書及び美容所開設届出事項変更届出書を提出する際に、従業員の

ことについて届け出る内容が多い場合は、例示のような別紙に記載してよ

いこととする（別紙省略）。 
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美容所の開設・出張業務の承認に関する審査基準 新旧対照表 

現行 改正後 

№ 

課等名称 

（経由機関） 

Ａ 

許認可等事項

名 

Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条項 

Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される

方の参考と

なる事項 

Ｇ 

 １ 

 

福祉保健セン

ター生活衛生

課 

 

美容所の適合

確認 

美容師法 

 

第 12条 ・美容師法 

 第６条 

 第 13条 

 

・美容師法施行

規則 

 第 26条 

 第 27条 

 

・美容師法施行

条例 

第３条第１号か

ら第４号まで、第

６号、第７号、第

９号から第 11 号

まで、第 13号 

 

・美容師法施行

細則 

 第６条の３ 

 

・理容師法施行

条例及び美容師

法施行条例等の

運用について 

 １(2)ア、イ、

エからケまで、

サ 

法令 

 

・美容師法 

 第８条 

 

・美容師法

施行規則 

 第 25条 

 

・美容師法

施行条例 

 第２条 

 第３条第

５号、第８

号、第 12

号、第 14

号 

 

・理容師法

施行条例

及び美容

師法施行

条例等の

運用につ

いて 

 １(1)、(2)

ウ、コ、シ 

 ３(1)ア、

イ、カ 

 

・「理容師法

施行規則

及び美容

師法施行

規則の一

部を改正

する省令

案の概要」

開設届出書類 

・美容師法 

 第 11条第１項 

 

・美容師法施行規

則 

 第 19条 

№ 

課等名称 

（経由機関） 

Ａ 

許認可等事項

名 

Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条項 

Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される

方の参考と

なる事項 

Ｇ 

 １ 

 

福祉保健セン

ター生活衛生

課 

 

美容所の適合

確認 

美容師法 

 

第 12条 ・美容師法 

 第６条 

 第 13条 

 

・美容師法施行

規則 

 第 26条 

 第 27条 

 

・美容師法施行

条例 

第３条第１号か

ら第４号まで、第

６号、第７号、第

９号から第 11 号

まで、第 13号 

 

・美容師法施行

細則 

 第６条の３ 

 

・理容師法施行

条例及び美容師

法施行条例等の

運用について 

 １(2)ア、イ、

エからケまで、

サ 

法令 

 

・美容師法 

 第８条 

 

・美容師法

施行規則 

 第 25条 

 

・美容師法

施行条例 

 第２条 

 第３条第

５号、第８

号、第 12

号、第 14

号 

 

・理容師法

施行条例

及び美容

師法施行

条例等の

運用につ

いて 

 １(1)、(2)

ウ、コ、シ 

 ３(1)ア、

イ、カ 

 

・「理容師法

施行規則

及び美容

師法施行

規則の一

部を改正

する省令

案の概要」

開設届出書類 

・美容師法 

 第 11条第１項 

 

・美容師法施行規

則 

 第 19条 
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・美容師法施行細

則 

 第２条 

 

・美容師法施行細

則第１号様式（添

付書類記載部分） 

 

・理容師法施行条

及び美容師法施行

条例等の運用につ

いて 

 ２(1)、(2) 

 ３(3) 

 

に関する

意見募集

に対して

寄せられ

た御意見

等につい

て 

２ 福祉保健セン

ター生活衛生

課 

美容師出張業

務の承認 

美容師法 第７条 ・美容師法施行令 

 第４条 

 

・美容師法施行条例 

第４条第３号 

 

・美容師法施行細則 

 第７条 

 

・理容師法施行条例

及び美容師法施行

条例等の運用につ

いて 

 １(3)イ 

・美容師法 

 第８条 

 

・美容師法

施行規 

則 

第 25条 

 

・美容師法

施行条例 

第４条第１

号から第２

号まで 

 

・理容師法

施行条例及

び美容師法

施行条例等

の運用につ

いて 

 １(3)ア 

 ３(2)ア

からウまで 

承認申請書類 

・美容師法施行細

則第７号様式（添

付書類記載部分） 

  

 

・美容師法施行細

則 

 第２条 

 

・美容師法施行細

則第１号様式（添

付書類記載部分） 

 

・理容師法施行条

及び美容師法施行

条例等の運用につ

いて 

 

 ３(3) 

 

に関する

意見募集

に対して

寄せられ

た御意見

等につい

て 

２ 福祉保健セン

ター生活衛生

課 

美容師出張業

務の承認 

美容師法 第７条 ・美容師法施行令 

 第４条 

 

・美容師法施行条例 

第４条第３号 

 

・美容師法施行細則 

 第７条 

 

・理容師法施行条例

及び美容師法施行

条例等の運用につ

いて 

 １(3)イ 

・美容師法 

 第８条 

 

・美容師法

施行規 

則 

第 25条 

 

・美容師法

施行条例 

第４条第１

号から第２

号まで 

 

・理容師法

施行条例及

び美容師法

施行条例等

の運用につ

いて 

 １(3)ア 

 ３(2)ア

からウまで 

承認申請書類 

・美容師法施行細

則第７号様式（添

付書類記載部分） 
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【開設届出書類】 

○ 美容師法施行規則（平成 10年１月 27日  厚生省令第７号） 

（開設の届出） 

第 19条 法第 11 条第１項の規定による美容所の開設の届出は、次に掲げる事項

を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市

の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。ただし、

法第 11 条第１項の届出をした美容所の開設者が当該営業を譲渡したとき

は、当該営業を譲り受けた者は、第３号から第６号まで、第８号及び第９号

に掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。 

  （(1)から(9)まで省略） 

(10) 第１項ただし書、第２項ただし書又は第３項ただし書の規定の適用を受

ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する旨 

２ 前項の届出書には、美容師につき、同項第６号に規定する疾病の有無に関す

る医師の診断書を添付しなければならない。ただし、法第 11 条第１項の届

出をした美容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受け

た者は、前項第６号に掲げる事項に変更がない場合に限り当該医師の診断書

の添付を省略することができる。 

３ 法第 12 条の３第１項に規定する美容所を開設しようとする者が第１項の届

出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該美容所の管理美容師が同条

第２項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただ

し、同条第１項に規定する美容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当

該営業を譲り受けた者は、第１項第３号に掲げる事項に変更がない場合に限

り当該書類の添付を省略することができる。 

（４ 省略） 

【開設届出書類】 

○ 美容師法施行規則（平成 10年１月 27日  厚生省令第７号） 

（開設の届出） 

第 19条 法第 11条第１項の規定による美容所の開設の届出は、次に掲げる事項

を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市

の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。 

 

 

 

  （(1)から(9)まで省略） 

（(10) 削除）  

 

２ 前項の届出書には、美容師につき、同項第６号に規定する疾病の有無に関す

る医師の診断書を添付しなければならない。 

 

 

 

３ 法第 12 条の３第１項に規定する美容所を開設しようとする者が第１項の届

出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該美容所の管理美容師が同条

第２項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。 

 

 

 

（４ 省略） 
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○ 美容師法施行細則（昭和 45年２月 26日  横浜市規則第 10号） 

（開設の届出） 

第２条 法第 11 条第１項の規定による届出は、美容所開設届出書（第１号様式）

により保健所長に提出するものとする。 

第１号様式（添付書類記載部分） 

添付書類（※印の書類については、福祉保健センターで確認した後返却します。

なお、１の書類のうち平面図、２の書類、５の書類及び６の書類については、

美容所の開設者から当該営業を譲り受ける場合であってこれらの書類の内

容に変更がないときは、その添付を省略することができます。） 

（１から６まで省略） 

 ※７ その他保健所長が必要と認める書類 

○ 美容師法施行細則（昭和 45年２月 26日  横浜市規則第 10号） 

（開設の届出） 

第２条 法第 11 条第１項の規定による届出は、美容所開設届出書（第１号様式）

により保健所長に提出するものとする。 

第１号様式（添付書類記載部分） 

添付書類（※印の書類については、福祉保健センターで確認した後返却しま

す。） 

 

 

（１から６まで省略） 

 （※７ 削除） 

○ 理容師法施行条例及び美容師法施行条例等の運用について 

２ 細則の運用について  

理容所・美容所の開設の届出（細則第２条）  

(1) 理容師法施行細則第１号様式枠外記載事項又は美容師法施行細則第１

号様式枠外記載事項に掲げる添付書類１のうち平面図、２の書類、５の書

類及び６の書類については、理容所又は美容所の開設者から当該営業を譲

り受ける場合であってこれらの書類の内容が理容所又は美容所の開設者

が届出した内容から変更がないときは、その添付を省略することができ

る。ただし、理容所又は美容所の開設者が届出した際と現行の構造設備基

準が変わっていて審査できない場合その他の構造設備に変更がないこと

が確認できないときは、書類の添付を省略することはできない。 

(2) 理容師法施行細則第１号様式枠外記載事項又は美容師法施行細則第１

号様式枠外記載事項に掲げる添付書類のうち、その他保健所長が必要と認

める書類とは次のとおりとする。 

ア 理容師法施行細則第１号様式枠外記載の添付書類括弧書又は美容師

法施行細則第１号様式枠外記載の添付書類括弧書の適用を受ける場合

○ 理容師法施行条例及び美容師法施行条例等の運用について 

（２ 削除） 
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は、次の内容が記載された、譲渡されることを証する書類。 

(ｱ)  理容業又は美容業を譲渡する者の氏名（法人の場合は名称及び代表

者の氏名） 

(ｲ) 理容業又は美容業を譲り受ける者の氏名（法人の場合は名称及び代

表者の氏名） 

(ｳ) 理容業又は美容業を譲り受ける予定の日 

(ｴ) 譲り受ける理容所又は美容所の施設所在地 

(ｵ) 譲り受ける理容所又は美容所の施設名称 

イ 理容師法施行細則第１号様式枠外記載事項又は美容師法施行細則第

１号様式枠外記載事項の添付書類括弧書の適用を受け、変更がない書類

の添付を省略する場合は、次の内容が記載された書類。 

(ｱ) 理容師法施行細則第１号様式枠外記載事項又は美容師法施行細則

第１号様式枠外記載   事項に掲げる添付書類のうち、添付を省略

する書類の名称 

(ｲ)  添付を省略する書類について、変更がない旨 

(ｳ) 添付を省略した書類について、変更があったことが明らかになった

ときは、添付を省略した書類を提出する旨 

３ その他留意すべき事項 

(3)（省略）  

（以下省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他留意すべき事項 

(3)（省略）  

 （以下省略） 
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クリーニング所の開設に関する審査基準 新旧対照表 

現行 改正後 

№ 

課等名称 

（経由機関） 

Ａ 

許認可等事項

名 

Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条項 

Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される

方の参考と

なる事項 

Ｇ 

 １ 

 

福祉保健セン

ター生活衛生

課 

 

クリーニング

所の開設 

クリーニ

ング業法 

第５条の

２ 

・クリーニング業

法第３条 

第３条の２第２

項 

第４条 

 

・クリーニング業

法施行規則 

第１条の２第１

項 

 

・クリーニング業

法施行条例 

第２条 

 

・クリーニング業

法施行条例等の

運用について 

 １ 

法令 

 

一般 

・ドライクリ

ー ニ ン グ

に お け る

テ ト ラ ク

ロ ロ エ チ

レ ン 等 の

使 用 管 理

について 

２(3)ア、

イ 

５(2)から

(4)まで 

別 添 ２ 

１．(１.１

のみ)、４. 

開設届出書類 

・クリーニング業

法 

第５条第１項 

 

・クリーニング業

法施行規則 

第１条の３第１

項 

第２条 

 

・クリーニング業

法施行細則第１号

様式（添付書類記

載部分） 

取次 

・ロッカー等

による洗濯

物の受取の

取扱いにつ

いて 

・コンビニエ

ンスストア

内における

クリーニン

グ（取次）営

業の取扱い

について（抜

粋） 

消毒を要す

№ 

課等名称 

（経由機関） 

Ａ 

許認可等事項

名 

Ｂ 

根拠法令 

Ｃ 

根拠条項 

Ｄ 

審 査 基 準 

Ｅ 

設定等

区分 

Ｆ 

申請される

方の参考と

なる事項 

Ｇ 

 １ 

 

福祉保健セン

ター生活衛生

課 

 

クリーニング

所の開設 

クリーニ

ング業法 

第５条の

２ 

・クリーニング業

法第３条 

第３条の２第２

項 

第４条 

 

・クリーニング業

法施行規則 

第１条の２第１

項 

 

・クリーニング業

法施行条例 

第２条 

 

・クリーニング業

法施行条例等の

運用について 

 １ 

法令 

 

一般 

・ドライクリ

ー ニ ン グ

に お け る

テ ト ラ ク

ロ ロ エ チ

レ ン 等 の

使 用 管 理

について 

２(3)ア、

イ 

５(2)から

(4)まで 

別 添 ２ 

１．(１.１

のみ)、４. 

開設届出書類 

・クリーニング業

法 

第５条第１項 

 

・クリーニング業

法施行規則 

第１条の３第１

項 

第２条 

 

・クリーニング業

法施行細則第１号

様式（添付書類記

載部分） 

取次 

・ロッカー等

による洗濯

物の受取の

取扱いにつ

いて 

・コンビニエ

ンスストア

内における

クリーニン

グ（取次）営

業の取扱い

について（抜

粋） 

消毒を要す
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・クリーニング業

法施行条例等の運

用について 

２ 

る洗濯物 

・クリーニン

グ業法施行

規則 

第１条 

・クリーニン

グ所におけ

る消毒方法

等について 

・おしぼり衛

生指導基準

の施行につ

いて 

・病院等から

の寝具類の

洗濯業務の

クリーニン

グ所に対す

る委託につ

いて 

・病院、診療

所等の業務

委託につい

て（抜粋） 

別 添 １ 第

２の３ 

別添２ 

  

 

（削除） 

る洗濯物 

・クリーニン

グ業法施行

規則 

第１条 

・クリーニン

グ所におけ

る消毒方法

等について 

・おしぼり衛

生指導基準

の施行につ

いて 

・病院等から

の寝具類の

洗濯業務の

クリーニン

グ所に対す

る委託につ

いて 

・病院、診療

所等の業務

委託につい

て（抜粋） 

別 添 １ 第

２の３ 

別添２ 
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【開設届出書類】 

○クリーニング業法施行規則（昭和 25年７月１日厚生省令第 35号） 

（営業者の届出） 

第１条の３ 法第５条第１項の規定による開設の届出は、次の事項を記載した届

出書を開設地を管轄する都道府県知事（地域保健法（昭和 22年法律第 101 号）

第５条第１項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては市長又は

区長。次項及び第２条の２から第２条の４までにおいて同じ。）に提出するこ

とによつて行うものとする。ただし、法第５条第１項の届出をした営業者が当

該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、 第４号及び第６号か

ら第９号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することがで

きる。 

 （１から９まで省略） 

10 ただし書の規定の適用を受ける場合にあつては、当該営業を譲り受けたこ

とを証する旨 

【開設届出書類】 

○クリーニング業法施行規則（昭和 25年７月１日厚生省令第 35号） 

（営業者の届出） 

第１条の３ 法第５条第１項の規定による開設の届出は、次の事項を記載した届

出書を開設地を管轄する都道府県知事（地域保健法（昭和 22年法律第 101号）

第５条第１項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては市長又は

区長。次項及び第２条の２から第２条の５までにおいて同じ。）に提出するこ

とによつて行うものとする。 

 

 

 

 （１から９まで省略） 

（10 削除） 

○クリーニング業法施行細則（昭和 45年２月 26日 横浜市規則第 11号） 

第１号様式  

添付書類（※印の書類については、福祉保健センターで確認した後返却します。

なお、１の書類のうち平面図、４の書類及び５の書類については、クリーニ

ング業を営む者から当該営業を譲り受ける場合であってこれらの書類の内

容に変更がないときは、その添付を省略することができます。） 

（１から５まで省略） 

６ その他保健所長が必要と認める書類 

○クリーニング業法施行細則（昭和 45年２月 26日 横浜市規則第 11号） 

第１号様式  

添付書類（※印の書類については、福祉保健センターで確認した後返却しま

す。） 

 

 

（１から５まで省略） 

（６ 削除） 

○クリーニング業法施行条例等の運用について 

２ 細則の運用について  

クリーニング所の届出（細則第２条） 

(1) 第１号様式枠外記載事項に掲げる添付書類１のうち平面図、４の書類及

び５の書類並びに第１号様式の２枠外記載事項に掲げる添付書類１のうち

平面図、３の書類及び４の書類については、クリーニング業を営む者から当

（○クリーニング業法施行条例等の運用について 削除） 
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該営業を譲り受ける場合であってこれらの書類の内容がクリーニング業を

営む者が届出した内容から変更がないときは、その添付を省略することがで

きる。ただし、クリーニング業を営む者が届出した際と現行の構造設備基準

が変わっていて審査できない場合その他の構造設備に変更がないことが確

認できないときは、書類の添付を省略することはできない。 

(2) 第１号様式又は第１号様式の２の枠外記載事項に掲げる添付書類のう

ち、その他保健所長が必要と認める書類とは次のとおりとする。 

ア 第１号様式又は第１号様式の２の枠外記載の添付書類括弧書の適用

を受ける場合は、次の内容が記載された、譲渡されること証する書類。 

(ｱ) クリーニング業を譲渡する者の氏名（法人の場合は名称及び代表

者の氏名） 

(ｲ) クリーニング業を譲り受ける者の氏名（法人の場合は名称及び代

表者の氏名） 

(ｳ) クリーニング業を譲り受ける予定の日 

(ｴ) 譲り受けるクリーニング所の施設所在地 

(ｵ) 譲り受けるクリーニング所の施設名称 

イ 第１号様式又は第１号様式の２の枠外記載の添付書類括弧書の適用

を受け、変更がない書類の添付を省略する場合は、次の内容が記載され

た書類。 

(ｱ) 第１号様式又は第１号様式の２の枠外記載事項に掲げる添付書類

のうち、添付を省略する書類の名称 

(ｲ) 添付を省略する書類について、変更がない旨 

(ｳ) 添付を省略した書類について、変更があったことが明らかになっ

たときは、添付を省略した書類を提出する旨 
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